
平成２２年５月１日実施

町名地番変更に伴う

商業登記のてびき

富士見市 大字勝瀬 ○○○○番地○

富士見市 ふじみ野東（西）◇丁目 □□番地□

今までは

これからは
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平成２２年５月１日 

●会社の「本店」、「支店」の所在地、又は会社以外の法人の「主たる事務所」、「従た

る事務所」の所在地の表示が変更になったとき

●登記されている各種法人の代表者の住所の表示が変更になったとき



町名地番変更実施後、

「住所変更証明書」

免除

平成２２年５月６日以降 

本店（主たる事務所）所在地 ２ 週 間 以 内

支店（従たる事務所）所在地 ３ 週 間 以 内

不 動産等の 名義 人住所 期限の定めなし



（１）手続きについて

会社変更登記申請書 住所変更証

明書

代理権限証書（委任状）

会社変更登記申請書 履

歴事項証明書

（２）手続き例

履歴事項証明書

会社変更登記申請書

本店の住所変更証明書

代理権限証書（委任状）

２週間以内

．本店（主たる事務所）の所在地の表示が変更になったとき



（１）手続きについて

会社変更登記申請書 住所変更証明書

登記簿の謄本又は履歴事項証明書

会社変更登記申請書 登記簿の謄本又は履歴事項証明書

（２）手続き例

．支店（従たる事務所）の所在地の表示が変更になったとき

会社変更登記申請書

履歴事項証明書

３週間以内



登記簿の謄本又は履歴事項証明書

会社変更登記申請書

支店の住所変更証明書

代理権限証書（委任状）

２週間以内

会社変更登記申請書

登記簿謄本又は履歴事項証明書

３週間以内

会社変更登記申請書

登記簿謄本又は履歴事項証明書

３週間以内



（１）手続きについて

会社変更登記申請書 住所変更

証明書

代理権限証書（委任状）

（２）手続き例

会社等の本店の所在地の表示が変更になったときで、その会社等が土地建物等の不動産を所

有しているとき及び不動産に関するその他の権利（抵当権等）を所有しているときは変更登記

が必要です。

会社変更登記申請書

代表者の住所変更証明書

代理権限証書（委任状）

２週間以内

．代表者の住所の表示が変更になったとき



住所変更証明書

《書式の解説》

（１）登記申請の一般原則について

（２）登記の申請書様式について

（３）役員の住所変更の登記について

（記載例１～５の登記申請書記載上の注意）

▲

登記申請について













○住所変更に関すること

富士見市役所　各担当課まで

０４９（２５１）２７１１（代表）

○区画整理に関すること

富士見市勝瀬原特定土地区画整理組合

０４９（２６４）５８８２

お問い合わせ先



新町名地番街区案内図


